
・
古
文
書
の
折
紙
に
就
て

　
古
型
書
に
於
け
る
折
紙
の
起
原
を
考
ふ
る
に
二
檬
あ
り

。
第
一
は
季
安
朝
時
代
の
響
岩
既
に
存
在
せ
る
も
の
に
し

　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

て
交
名
（
心
嚢
記
保
元
二
年
八
月
廿
四
日
の
條
）
次
第
（
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
つ
　
　
　
つ
　
む
　
　
　
む
む

書
損
年
八
月
雪
B
の
條
）
注
進
、
勘
丈
、
隠
録
等
厚
こ
し

て
目
違
標
の
も
の
に
用
ゐ
ら
る
。
是
等
は
竪
紙
こ
す
れ
ば

多
く
の
鯨
臼
を
生
す
べ
き
を
以
て
、
用
紙
の
経
謹
上
案
出

せ
ら
れ
賜
る
も
の
な
り
。
而
し
て
更
に
後
世
鑑
定
書
こ
し

て
折
紙
を
用
み
る
に
至
れ
る
は
、
此
目
録
襟
の
折
紙
の
流

を
汲
め
る
も
の
な
る
べ
く
、
叉
近
世
の
鑑
定
書
が
切
紙
を

使
用
し
な
が
ら
省
ほ
折
紙
ご
坐
せ
る
は
、
僅
に
其
名
を
存

せ
る
な
り
。
然
る
に
今
余
が
言
は
ん
こ
す
る
は
第
二
の
も

の
な
り
こ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
南
北
朝
時
代
以
降
室
町
鞠
職
國
の
時
代
に
亘
り
て
上
は

第
三
巻
　
　
雑
　
纂
，
　
古
女
書
の
折
紙
に
就
て

文
學
士

中
　
村
　
直
　
勝

將
軍
家
御
内
書
、
幕
府
御
財
経
よ
り
下
は
書
舩
の
類
に
至

る
泡
公
私
各
種
の
文
書
に
折
紙
を
使
用
す
る
事
盛
ん
に
行

は
れ
槌
り
。
此
種
の
折
紙
に
し
て
近
畿
に
存
在
す
る
も
の

に
は
、
配
講
隷
多
田
院
文
書
一
中
に
ゆ
の
る
甫
ハ
治
二
年
山
二
月
五
日

箕
浦
右
衛
…
門
尉
定
治
の
寄
進
朕
、
宮
内
省
圖
書
寮
所
志
主

殿
寮
所
領
文
書
中
に
あ
る
康
癒
二
年
二
月
四
呂
近
江
國
守

護
の
強
行
朕
の
如
き
は
其
年
代
最
も
古
き
も
の
、
一
た
る

を
失
は
す
。

然
る
に
余
往
年
、
九
州
地
方
の
古
丈
書
を
調
査
せ
る
際

同
地
方
に
於
け
る
武
家
が
、
鎌
倉
時
代
以
家
、
既
に
各
種

の
文
書
に
折
紙
を
使
用
せ
る
事
を
注
意
し
π
り
。
「
今
そ
の

二
三
を
例
示
せ
ん
に
、

　
　
闘
　
〔
深
堀
記
録
詮
友
〕

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
一
七
　
（
四
五
九
）



　
　
　
第
三
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
古
文
書
の
折
紙
に
競
て

猷
憎
周
癒
酔
ご
・
鴇
墾
多
嚢
書
」
八
・
骨
猷
日
竈
九

　
月
力
）

　
口
こ
十
二
H
、
被
勤
仕
便
了
、
」
恐
々
謹
言
．

　
　
　
　
　
弘
安
三
年
九
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
資
（
花
押
）

　
　
　
　
（
五
竜
殿
力
）

　
　
深
堀
彌
　
B
一
、
…
一
㎝

　
二
　
〔
龍
幾
重
文
書
〕
乾
　
　
佐
賀
文
欝
纂
所
攻

　
警
固
番
役
」
事
、
自
今
月
」
一
B
玉
垂
鶴
野
日
、
」
彼
勤
仕
候
了
、
」
恐
々

　
謹
言

　
　
　
　
　
弘
安
五
年
七
月
轡
日
時
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
龍
飛
山
繊
塵
三
鄭
殿

文
永
十
一
年
三
月
蒙
古
の
摩
冠
あ
り
て
以
來
、
九
州
地
方

は
元
軍
の
直
書
に
樹
霜
す
る
に
忙
は
し
く
、
幕
府
は
二
階

堂
行
忠
を
以
て
長
門
守
護
こ
な
し
、
長
…
門
國
警
固
番
役
の

制
を
布
き
．
北
條
宗
頼
を
長
門
に
鞍
遣
せ
し
が
、
こ
れ
ε

相
呼
癒
し
て
鎭
西
の
賂
士
を
統
率
し
其
防
備
に
任
ぜ
ん
が

π
め
に
北
條
實
政
を
も
九
州
に
派
遣
せ
り
。
こ
＼
に
於
て

實
政
は
九
州
の
將
士
に
命
ず
る
に
、
警
固
の
元
め
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　

一
一
八
（
四
六
〇
）

期
厚
内
博
多
に
饗
臥
す
べ
き
こ
ご
を
以
て
せ
り
Q
前
掲
第

一，

�
曹
ﾍ
即
ち
九
州
の
豪
族
深
堀
彌
五
郎
が
博
多
番
役
に

墾
勤
せ
し
事
を
少
武
維
資
の
讃
明
せ
る
も
の
に
し
て
、
武

家
の
折
紙
こ
し
て
は
最
も
古
き
も
の
、
一
沈
り
。
叉
第
二

文
書
は
幕
府
よ
り
派
遣
せ
ら
れ
て
姪
濱
奉
行
所
に
居
り
鋲

西
の
防
備
を
記
せ
し
北
條
時
定
が
、
龍
造
寺
小
三
郎
に
野

し
警
固
番
役
に
墾
勤
せ
し
事
を
承
認
せ
し
も
の
な
）
o
龍

造
寺
文
書
の
中
に
は
時
定
の
署
名
め
る
折
紙
を
多
く
牧
む

る
が
、
申
に
も
弘
安
五
年
九
月
九
日
附
罷
造
寺
小
三
郎
左

衛
門
尉
宛
書
状
の
如
き
は
去
年
七
月
二
日
蒙
古
の
大
軍
來

襲
の
際
、
登
岐
島
瀬
戸
浦
に
於
で
戦
ひ
し
時
の
軍
忠
状
及

び
讃
人
の
起
請
文
を
關
東
に
注
灘
　
す
べ
き
由
を
通
知
し
覚

る
も
の
な
り
。

　
一
二
　
〔
深
堀
回
錐
多
望
〕

　
戸
町
叉
…
一
三
」
入
遣
西
俊
申
、
」
肥
荊
闘
三
三
」
高
瀬
以
下
事
、
し
訳
釈
獺
託

　
可
被
」
滲
翻
心
十
八
日
」
引
付
、
価
執
達
」
如
脅
、

　
　
　
　
　
山
久
保
｝
兀
露
点
ハ
月
十
｝
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
力
（
。
マ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遽
　
江
（
花
押
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秘
義
（
花
押
）

　
　
　
深
堀
奉
覧
鄭
殿

本
交
書
に
連
署
せ
る
遠
江
及
簾
舞
は
如
何
な
る
人
な
る
や

こ
れ
を
詳
か
に
せ
す
ビ
難
も
、
思
ふ
に
九
州
探
題
府
の
奉

行
人
に
し
て
所
領
の
係
雫
問
題
に
つ
き
深
堀
李
五
郎
の
出
　

頭
を
促
せ
る
も
の
な
る
べ
く
、
折
紙
は
此
種
公
文
書
に
も

使
用
せ
ら
れ
し
な
り
。

　
殴
　
〔
中
邨
家
古
丈
書
〕
　
　
児
玉
纏
楓
探
隅
一
文
書
所
牧

　
ホ
紙
二
．
W
／
折
（
朱
書
）

　
笈
前
國
中
柑
彌
二
難
語
方
路
瞬
原
二
郎
燭
相
論
櫓
土
圧
内
末
弘
名
事
、

　
馴
可
停
止
怖
望
之
由
出
押
書
険
上
者
，
学
監
付
置
作
毛
繧
方
之
状
如
件

　
　
　
仁
永
仁
五
年
十
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
盛
纏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
千
竈
大
蓬
上

本
文
書
は
中
村
彌
二
郎
の
所
領
の
事
に
算
す
る
他
の
野
望

を
停
止
せ
し
め
π
る
少
武
盛
維
の
下
知
状
に
し
て
、
其
原

本
を
見
る
を
得
ざ
れ
ざ
も
、
嵩
め
に
朱
筆
を
以
て
「
本
紙

ご
ツ
折
」
ご
注
記
せ
る
を
以
て
折
紙
な
る
を
知
る
べ
し

　
五
　
〔
同
　
　
　
上
〕

第
三
管
　
　
雑
纂
　
　
古
女
欝
の
折
紙
に
就
て

　
本
紙
ニ
ツ
折
（
衆
書
）

　
筑
劇
圃
博
多
爾
濱
石
築
地
加
佐
拝
修
理
事
、
単
車
グ
度
催
昼
、
干
今
無

　
沙
汰
候
條
、
甚
無
其
謂
候
燵
、
昨
臼
＋
六
臼
描
部
助
殿
御
教
書
並
蘭
東

　
御
叢
書
如
雌
、
二
院
巻
、
於
難
澁
輩
之
分
与
所
、
頒
可
注
進
之
鷲
々
、
不

　
目
被
修
固
候
童
謡
遙
二
身
、

　
　
　
乾
元
二
後
四
月
十
七
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
骨
（
花
押
）

　
　
　
夫
弘
若
中
村
彌
二
鄭
殿

本
文
書
は
黙
黙
に
備
へ
ん
が
π
め
筑
前
の
洛
岸
地
方
に
築

造
す
べ
き
石
墨
修
理
の
義
務
を
僻
怠
せ
る
主
動
彌
二
郎
に

還
し
、
幕
府
の
事
書
及
び
九
州
探
題
の
御
駕
書
に
添
ヘ
セ

る
少
武
費
能
（
畳
恵
は
其
法
名
な
り
）
の
添
歌
に
し
て
折
紙

な
り
し
事
前
文
書
ご
同
じ
O
申
螂
家
弓
丈
書
は
回
外
に
爾

折
紙
を
使
用
せ
る
も
の
に
正
蜜
二
年
七
月
十
六
日
公
［
】
下

知
駅
．
正
中
二
年
七
月
十
八
口
少
武
悪
雲
下
知
朕
を
牧
む
。

以
上
乾
元
二
年
、
正
安
二
年
正
中
二
年
の
三
通
に
通
じ
て

注
意
す
べ
き
点
は
次
掲
斑
島
文
書
ご
共
に
其
年
無
を
記
す

に
當
ゆ
て
日
附
の
少
し
く
右
方
心
懸
に
乾
元
二
、
正
中
二
、

ε
書
し
、
恰
も
他
文
書
に
見
ゆ
る
追
筆
の
膿
を
な
せ
る
事

第
三
號
　
　
一
一
九
　
（
四
六
一
）



　
　
　
　
第
三
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
古
丈
書
の
折
紙
に
就
て

是
な
り
。

　
　
六
　
〔
斑
島
丈
書
〕
　
　
史
料
編
纂
掛
所
藏

　
　
　
（
符
箋
）

　
　
　
　
「
少
弍
筑
後
守
貞
纏
入
滋
妙
憲
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
伐
専
軍
患
力
）

　
　
去
五
月
廿
五
H
武
藏
」
修
理
亮
英
時
謙
」
口
H
目
握
目
U
由
事
、
」
申
状
給

　
　
候
問
注
」
蓬
候
、
伍
軌
蓬
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
元
弘
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
｛
　
　
　
　
　
　
戸
惑
（
花
押
）

　
　
　
　
斑
島
源
次
殿

　
　
七
　
〔
同
　
　
　
上
〕

　
　
　
（
符
箆
ぜ

　
　
　
　
（
友
）
　
　
　
　
（
宗
）
　
　
（
簡
】

　
　
　
　
「
大
弓
左
近
將
監
輿
萩
λ
蓮
瞬
間
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曜
力
）

　
　
武
藏
修
理
箋
英
」
上
土
璽
寸
意
一
軍
忠
」
事
、
申
胱
龍
候
了
、
」
衡
軌
蓬

　
　
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
元
弘
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
八
日
　
　
　
　
　
　
飛
州
’
花
押
）

　
　
　
　
　
（
源
次
力
）

　
　
　
斑
島
　
　
　
　
酸

以
上
の
文
書
は
少
武
貞
纒
（
法
名
妙
恵
、
）
、
大
友
貞
宗
（
法

名
具
簡
）
が
部
下
軍
忠
順
に
樹
で
る
添
献
に
し
て
、
何
れ

も
折
紙
を
用
み
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
二
〇
　
（
四
大
二
）
，

　
次
に
時
代
は
精
々
降
れ
ざ
も
「
下
文
」
の
形
式
を
有
す
る
．

折
紙
も
見
ゆ
、
　
　
　
　
，

　
　
八
〔
西
高
辻
丈
警
〕

　
　
　
　
　
　
（
融
剣
）

　
　
下

　
　
水
田
庄
之
内
下
牟
田
」
村
中
名
つ
ち
に
し
」
分
の
事
，
當
上
さ
ま
御
ほ
ん

　
　
を
ご
り
」
躍
く
い
六
く
こ
」
鍍
、
ミ
か
く
の
け
い
」
や
く
な
ε
申
入
ま
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
く
カ
）
　
　
　
　
・
　
　
　
へ
な
カ
）

　
　
候
」
ご
む
く
か
六
く
』
U
う
’
御
ね
ん
く
」
［
U
ミ
御
沙
汰
を

　
　
　
　
　
（
へ
く
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
料
赫
聞
）

　
　
申
あ
る
」
n
目
目
目
］
候
、
も
し
ふ
さ
六
の
」
ε
き
は
上
の
御
れ
う
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宰
府
）
　
　
　
（
京
都
）

　
　
れ
る
べ
く
候
・
也
、
か
き
り
」
あ
る
さ
い
の
御
や
く
」
き
や
う
ミ
の
御
さ
れ

　
　
　
　
（
奔
走
）

　
　
な
ε
、
」
ほ
ん
そ
う
申
さ
れ
鉄
へ
く
．
．
恢
」
よ
・
し
、
お
ほ
鷲
・
ト
よ
て
」
簸
後
B

　
　
ゑ
へ
目
牛
、

　
　
邦
女
イ
「

　
　
　
寳
徳
四
年
卯
見
．
ハ
日

　
　
　
　
、
土
橋
力
）

　
　
　
襯
　
　
　
醐
太
鄭
左
衛
門
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

亜
高
辻
交
書
に
は
本
文
書
の
外
殆
ん
ざ
同
標
の
丈
書
八
廼

あ
り
、
其
補
判
は
何
人
の
も
の
な
る
や
を
明
か
に
せ
ざ
れ

こ
も
、
文
意
よ
り
推
せ
ば
、
筑
前
國
水
田
蕪
の
領
家
に
し

「



曳

て
、
太
宰
府
の
祠
官
π
る
西
高
辻
家
の
花
押
な
る
べ
ζ
、

領
家
よ
り
其
所
領
水
田
荘
内
君
牟
田
村
を
分
割
し
て
土
橋

太
郎
左
衛
門
以
下
九
名
に
知
行
せ
し
め
た
る
下
交
な
り
。

　
此
く
の
如
く
此
種
折
紙
が
九
州
地
方
の
武
家
の
閥
に
、
．

早
く
よ
り
特
別
の
登
達
を
遽
げ
、
下
文
、
下
知
朕
、
灌
行

雲
以
下
の
重
要
な
る
地
位
を
警
む
べ
き
文
書
に
使
用
せ
ら

れ
だ
る
は
抑
々
如
何
な
る
理
由
に
墓
き
し
ゃ
、
叉
其
南
北

朝
以
降
に
多
く
現
は
れ
し
折
紙
こ
の
關
係
如
何
は
古
丈
書

學
上
考
慮
を
要
す
べ
き
問
題
に
し
て
、
こ
れ
を
解
決
せ
ん

ご
せ
ば
、
汎
く
他
の
地
方
に
於
け
る
折
紙
の
使
用
に
つ
い

て
観
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
。

　
先
づ
近
畿
其
他
の
地
方
に
つ
い
て
見
る
に
、
鎌
倉
時
代

に
於
て
は
第
一
種
の
文
書
の
外
、
比
較
的
地
位
卑
壱
、
荘

園
の
難
掌
函
百
姓
等
の
訴
朕
等
に
し
て
折
紙
を
使
用
せ
し

も
の
あ
り
。
春
日
帥
就
交
書
元
仁
二
年
五
月
二
日
鎌
倉
幕

府
御
敷
書
中
に
見
ゆ
る
大
和
闘
住
人
大
中
臣
氏
の
訴
状
、

安
貞
二
年
三
月
H
伊
賀
國
役
夫
工
催
促
使
等
の
訴
歌
、
束

藻
三
巻

雑
　
纂
　
　
古
丈
書
の
折
紙
に
就
て

大
寺
文
書
正
癒
二
年
八
月
六
日
松
本
御
庄
百
姓
等
の
訴
状

東
寺
丈
書
嘉
元
三
年
八
月
日
太
良
御
庄
百
姓
等
の
濡
歌
、

弘
安
九
年
正
野
殿
難
掌
の
訴
状
等
其
例
多
し
。
こ
れ
亦
委

曲
を
悉
く
す
べ
き
燃
種
の
文
書
に
於
け
る
用
紙
の
節
約
に

基
く
も
の
こ
言
ふ
べ
し
。

　
然
る
に
こ
、
に
鎌
倉
地
方
に
は
こ
れ
よ
り
以
上
の
重
要

な
る
文
書
に
折
紙
の
使
用
せ
ら
れ
し
還
魂
を
認
む
べ
し
〇

　
九
〔
曲
面
寺
文
書
〕

　
　
　
（
花
押
4
　
　
（
北
憐
時
宗
）

　
尾
張
國
富
閏
圧
」
可
覆
寄
進
園
轡
．
」
寺
候
、
差
回
實
検
」
便
、
公
私
得
分
委

，
」
細
可
之
注
進
之
由
」
所
候
也
、
伍
執
鑑
」
如
暫
、

　
　
　
弘
安
山
ハ
年
一
二
月
轟
μ
五
口
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
連
冷

　
　
　
口
U
昼
行
人
中

　
十
　
〔
同
　
　
　
上
〕

　
　
　
　
　
（
庄
力
）

　
尾
張
國
篠
木
」
岬
L
事
、
鴬
寺
造
」
管
之
原
、
蝿
料
所
」
寺
領
可
歎
其

　
沙
汰
之
状
如
件
．

　
　
　
一
二
五
山
ハ
年
山
ハ
日
刀
廿
五
三
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）
　
　
　
（
北
條
貞
蒔
）

第
三
號
　
　
　
一
二
一
　
（
四
六
三
）



　
　
　
第
三
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
二
丈
書
の
折
紙
に
就
て

第
九
文
書
は
前
掲
第
一
文
書
ご
、
精
密
に
言
へ
ば
三
年
程

の
差
は
あ
れ
こ
も
、
大
艘
じ
於
て
殆
ん
ご
同
時
代
の
も
の

こ
見
て
不
可
な
き
な
り
。
即
ち
第
九
は
其
前
年
に
成
り
し

圓
畳
寺
の
寺
領
こ
し
て
富
出
荘
を
里
美
北
條
時
宗
よ
り
、

第
十
は
篠
木
荘
を
時
の
愛
重
北
條
貞
蒔
よ
b
寄
進
し
セ
る

も
の
な
り
。
蓋
し
富
田
荘
は
近
衛
家
領
に
し
て
篠
木
荘
は

長
講
堂
領
な
れ
ざ
も
共
に
北
條
氏
は
其
請
所
だ
b
し
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ミ

ん
ご
思
は
る
Q
而
し
て
此
爾
丈
書
芸
に
執
樫
北
條
氏
が
自

ら
出
せ
る
所
に
し
て
、
業
折
紙
を
使
用
せ
し
理
由
は
早
知

し
難
し
嘘
難
も
、
其
自
已
の
得
分
を
庭
悪
し
だ
る
織
に
於

て
私
的
性
質
を
帯
び
、
幕
府
の
公
文
書
π
る
御
敷
島
こ
の

聞
に
差
等
を
設
く
る
用
意
に
霞
で
し
も
の
な
ら
ん
ご
思
は

る
。

　
是
を
以
て
余
は
前
記
九
州
に
於
け
る
折
紙
は
此
種
の
折

紙
の
系
統
を
引
け
る
も
の
こ
信
慈
ん
こ
す
。
文
永
の
外
冠

以
來
、
鎭
西
多
事
、
北
條
雪
遊
の
長
門
登
邊
、
北
條
實
政

の
九
州
涙
遣
こ
な
り
し
よ
b
武
家
、
特
に
北
條
氏
の
折
紙

晶
弟
一
二
號
　
　
　
一
二
ご
　
　
（
一
理
点
二
四
）

は
九
州
地
方
に
籏
ま
る
に
至
b
し
な
る
べ
る
。
而
し
て
當

時
覧
國
多
端
の
折
な
り
し
か
ば
、
執
筆
に
便
に
し
て
逡
達

に
容
易
な
り
し
折
紙
は
此
地
方
に
於
て
頓
に
異
常
の
登
達

を
志
げ
π
り
し
も
の
こ
察
せ
ら
る
。

　
我
國
に
於
け
る
古
文
書
を
其
差
出
人
よ
り
匿
別
し
て
公

家
文
書
及
び
武
家
文
書
．
こ
な
す
時
は
前
者
が
形
式
を
重
ん

ず
る
に
樹
し
て
後
者
の
達
意
を
主
こ
せ
る
は
著
七
き
差
異

に
し
て
且
特
色
麓
り
こ
す
。
折
紙
は
一
般
文
書
の
形
式
よ

り
す
れ
ば
、
路
式
愛
念
π
る
を
免
れ
す
、
然
れ
ざ
も
竪
紙

に
比
す
れ
ば
紙
面
に
多
く
の
黒
字
を
牧
む
べ
く
、
且
つ
執

筆
に
覆
な
り
。
故
に
用
紙
の
貴
重
を
加
ふ
る
に
件
っ
て
折

紙
の
使
用
範
圃
を
七
く
せ
り
。
若
し
使
用
の
由
來
ご
範
園

こ
よ
り
観
察
せ
ん
か
、
第
一
種
の
折
紙
は
公
家
式
に
し
て

第
二
種
の
折
紙
は
武
家
式
な
り
ご
謂
ふ
を
妨
げ
す
。
其
中

公
家
側
に
於
て
折
紙
が
籐
り
に
重
要
な
ら
ざ
る
或
る
特
殊

の
實
用
的
文
書
か
、
然
ら
ず
ん
ば
地
位
低
き
…
雑
掌
叉
は
百

姓
の
訴
状
の
如
き
文
書
の
み
に
用
ゐ
ら
る
、
に
反
し
て
、



武
家
側
に
て
は
比
較
的
に
耀
く
用
ゐ
ら
れ
、
中
に
は
重
要

な
る
牲
質
を
帯
び
π
る
信
書
も
あ
り
。
こ
れ
一
般
的
に
此

折
紙
の
武
家
文
書
こ
し
て
登
達
し
利
用
せ
ら
れ
し
原
因
な

b
o
而
し
て
其
系
統
を
引
き
元
る
九
州
地
方
に
於
て
は
軍

國
多
端
の
折
柄
前
述
の
理
由
を
一
層
適
切
に
戚
じ
把
り
し

も
の
、
即
ち
そ
の
他
の
地
方
に
比
し
て
特
殊
の
登
蓬
を
促

し
だ
る
誘
因
な
り
ε
認
む
O

　
南
北
朝
以
降
此
種
の
折
紙
の
川
蝉
郡
鄙
に
普
及
し
だ
り

し
は
如
上
の
理
歯
の
一
般
的
に
加
は
り
摩
り
し
に
基
き
、

降
っ
て
職
國
時
代
に
至
り
て
は
用
紙
の
貴
重
の
度
を
加
ふ

る
に
件
ひ
て
折
紙
の
折
目
よ
り
切
放
し
陀
る
切
紙
を
生
じ

セ
リ
・
、
現
在
爾
ほ
其
命
脈
を
保
て
る
牢
切
は
即
ち
是
な
り

ε
す
。
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
（
大
正
七
年
五
月
）

武
　
者
　
修
　
行

に

　
　
　
第
三
期
　
単
軌
の
晩
年
（
大
御
所
時
代

　
　
　
　
　
　
　
よ
り
明
治
四
年
迄
）

　
家
齊
の
晩
年
、
殊
に
天
保
年
間
、
水
野
患
邦
の
武
事
旧

慣
の
時
代
以
後
は
武
者
修
行
者
の
数
漸
次
激
聾
し
て
朗
治

四
年
療
寒
樹
懸
の
頃
に
至
る
頗
る
迄
盛
ん
に
行
は
れ
し
が

如
し
。
こ
れ
肚
會
情
勢
の
翁
の
つ
か
ら
然
ら
し
め
し
所
な

　
　
　
第
三
巻
　
　
雄
　
纂
　
　
武
巻
修
行
起
就
て

就
　
て

下
（
下
）

川

潮

う
ゆ
即
ち
彼
の
安
永
七
年
露
入
が
東
蝦
夷
に
認
り
し
以
來

北
遊
の
警
戒
及
び
海
防
の
論
漸
く
起
り
、
次
で
西
方
に
は

文
化
五
年
英
人
の
長
崎
港
に
於
け
る
事
件
あ
り
、
降
り
て

嘉
永
六
年
に
ぺ
μ
り
の
暴
慢
等
邊
警
頻
に
至
り
、
幕
府
諸

侯
は
勿
論
一
般
蝶
類
も
亦
長
夜
の
夢
を
破
ら
れ
、
再
び
武

事
を
働
む
事
を
以
て
急
務
こ
す
る
に
至
h
’
し
結
果
に
外
な

楚
〃
　
一
二
　
肋
伽
　
　
　
吋
ご
一
二
　
　
（
四
六
五
）


